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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板と、付属パネルと、複数の脚部材を有するデスクであって、
　前記一の脚部材は、その左右方向の両側部が、天板の左右方向の側部から突出しないよ
うに、及び、一の脚部材における一方の側部が、天板の左右方向の側部から外側に突出す
るように天板に対して取外し可能に固定することができ、
　前記付属パネルは板状部材を有し、
　前記一の脚部材を、その左右方向の一方の側部が天板の側部から外側に突出するように
、前記天板に取付けた状態において、前記付属パネルを、その板状部材の一方の面が、天
板の上面と略同一面となるように、前記一の脚部材の上部に取付けることができることを
特徴とするデスク。
【請求項２】
　天板と、付属パネルと、複数の脚部材を有するデスクであって、
　前記一の脚部材は、その左右方向の両側部が、天板の左右方向の側部から突出しないよ
うに、及び、一の脚部材における一方の側部が、天板の左右方向の側部から外側に突出す
るように天板に対して取外し可能に固定することができ、
　前記付属パネルは板状部材を有し、
　前記付属パネルは、その板状部材が起立した状態で、前記天板の後部に、及び／又は、
前記天板の側部に取付けて使用することができるとともに、
　前記一の脚部材を、その左右方向の一方の側部が天板の側部から外側に突出するように
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、前記天板に取付けた状態において、前記付属パネルを、その板状部材の一方の面が、天
板の上面と略同一面となるように、前記一の脚部材の上部に取付けることもできることを
特徴とするデスク。
【請求項３】
　天板と、第１付属パネルと第２付属パネルと、第１脚部材と第２脚部材を有するデスク
であって、
　前記第１脚部材は、その左右方向の両側部が、天板の左右方向の側部から突出しないよ
うに、及び、第１脚部材の一方の側部が、天板の左右方向の側部から外側に突出するよう
に天板に対して取外し可能に固定することができ、
　前記第１付属パネル及び第２付属パネルは、夫々板状部材を有し、
　前記第１付属パネルは、その板状部材が起立した状態で、前記デスクの後部、及び／又
は、前記デスクの側部に取付けて使用することができるとともに、
　前記第１脚部材を、その一方の側部が天板の側部から外側に突出するように取付けた状
態において、前記第１付属パネルを、その板状部材の一方の面が、前記天板の上面と略同
一面となるように、前記第１脚部材の上部に取付けることができ、
　前記第２付属パネルは、その板状部材が起立した状態で、前記デスクの後部に取付け、
及び／又は、前記デスクの側部に取付け、及び／又は、前記第１付属パネルの上部に載置
して使用することができるとともに、
　前記第２付属パネルを、その板状部材の一方の面が、前記天板の上面と略同一面となる
ように、前記天板の側部に取付けることができることを特徴とするデスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデスクに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天板の下部の左右に設けた脚部材のうち、少なくとも一方の脚部材の左右の両側
部を、天板の左右の側部から突出させないように天板に固定したり、前記一方の脚部材の
一方の側部が天板の側部より外側に突出するように天板に固定できるようになっているデ
スクが知られている（特許文献１，２参照）。
【０００３】
　前記、脚部材の一方の側部を、天板の左右の側部より外側に突出するように配置するこ
とにより、天板の左右の幅を拡げることにより、デスク上のスペースを広げることができ
、スペースを広げる必要がない場合には、脚部材の左右の両側部が、天板の左右の側部か
ら突出しないように固定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３６４５８６９号
【特許文献２】特開２００５－１３５２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記従来のデスクにおいては、脚部材の一方の側部を天板の側部より外側に突出するよ
うに配置することにより、天板の左右方向のスペースを拡げることができる。しかし、脚
部材を、天板の下部に、その幅方向に移動可能なように取付けているため、脚部材の上面
の高さが、天板の裏面の高さよりも低く設定されている。そのため、脚部材を左右方向に
移動させてスペースを拡げた場合に、天板の上面と脚部材の上面との間に段差が生じるた
め、段差部においては書き物等がし難いため、拡がったスペースを有効に活用し難いとい
う問題がある。



(3) JP 5337003 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

【０００６】
　そこで、本発明は、天板の幅方向のスペースを拡げた場合に、その拡げた部分の上面と
天板の上面とが略同一面にできるデスクを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、天板と、付属パネルと、複数の脚
部材を有するデスクであって、
　前記一の脚部材は、その左右方向の両側部が、天板の左右方向の側部から突出しないよ
うに、及び、一の脚部材における一方の側部が、天板の左右方向の側部から外側に突出す
るように天板に対して取外し可能に固定することができ、
　前記付属パネルは板状部材を有し、
　前記一の脚部材を、その左右方向の一方の側部が天板の側部から外側に突出するように
、前記天板に取付けた状態において、前記付属パネルを、その板状部材の一方の面が、天
板の上面と略同一面となるように、前記一の脚部材の上部に取付けることができることを
特徴とするデスクである。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、天板と、付属パネルと、複数の脚部材を有するデスクであって
、
　前記一の脚部材は、その左右方向の両側部が、天板の左右方向の側部から突出しないよ
うに、及び、一の脚部材における一方の側部が、天板の左右方向の側部から外側に突出す
るように天板に対して取外し可能に固定することができ、
　前記付属パネルは板状部材を有し、
　前記付属パネルは、その板状部材が起立した状態で、前記天板の後部に、及び／又は、
前記天板の側部に取付けて使用することができるとともに、
　前記一の脚部材を、その左右方向の一方の側部が天板の側部から外側に突出するように
、前記天板に取付けた状態において、前記付属パネルを、その板状部材の一方の面が、天
板の上面と略同一面となるように、前記一の脚部材の上部に取付けることもできることを
特徴とするデスクである。
【０００９】
　請求項３記載の発明は、天板と、第１付属パネルと第２付属パネルと、第１脚部材と第
２脚部材を有するデスクであって、
　前記第１脚部材は、その左右方向の両側部が、天板の左右方向の側部から突出しないよ
うに、及び、第１脚部材の一方の側部が、天板の左右方向の側部から外側に突出するよう
に天板に対して取外し可能に固定することができ、
　前記第１付属パネル及び第２付属パネルは、夫々板状部材を有し、
　前記第１付属パネルは、その板状部材が起立した状態で、前記デスクの後部、及び／又
は、前記デスクの側部に取付けて使用することができるとともに、
　前記第１脚部材を、その一方の側部が天板の側部から外側に突出するように取付けた状
態において、前記第１付属パネルを、その板状部材の一方の面が、前記天板の上面と略同
一面となるように、前記第１脚部材の上部に取付けることができ、
　前記第２付属パネルは、その板状部材が起立した状態で、前記デスクの後部に取付け、
及び／又は、前記デスクの側部に取付け、及び／又は、前記第１付属パネルの上部に載置
して使用することができるとともに、
　前記第２付属パネルを、その板状部材の一方の面が、前記天板の上面と略同一面となる
ように、前記天板の側部に取付けることができることを特徴とするデスクである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、一の脚部材を、その一方の側部が天板の側部から外側に突出するように取付
けた状態において、付属パネルを、その板状部材の一方の面が、天板の上面と略同一面と
なるように一の脚部材の上部に取付けることができる。
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【００１１】
　これにより、必要に応じ、作業スペースを拡げることができ、また、拡がった作業スペ
ースの上面が、天板の上面と略同一面となるため、拡がった作業スペースと天板との間に
段差が生じず、拡がった作業スペースを有効に活用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例１における脚部材と付属パネルの取付状態の第１例を示す斜視図
。
【図２】図１の前面図。
【図３】図１の右側面図。
【図４】図１の左側面図。
【図５】図１の背面図。
【図６】図１の下面図。
【図７】本発明の実施例１に用いる天板の底面図。
【図８】本発明の実施例１に用いる第１脚部材の斜視図。
【図９】図８の上面図。
【図１０】本発明に用いる第１付属パネルの斜視図。
【図１１】（ａ）は図１０の上面図、（ｂ）は図１０の裏面図、（ｃ）は図１０の右側面
図。
【図１２】図１０に棚板を取付けた状態の前面図。
【図１３】図１２のＥ－Ｅ線断面図。
【図１４】図１０の状態から棚板を取付ける方法を説明するための斜視図。
【図１５】図１２の斜視図。
【図１６】本発明に用いる第２付属パネルの斜視図。
【図１７】（ａ）は図１６の上面図、（ｂ）は図１６の前面図、（ｃ）は図１６の右側面
図。
【図１８】図１６に棚板を取付けた状態の前面図。
【図１９】図１８のＦ－Ｆ線断面図。
【図２０】図１６の状態から棚板を取付ける方法を説明するための斜視図。
【図２１】図１８の斜視図。
【図２２】本発明の実施例１における脚部材と付属パネルの取付状態の第２例を示す斜視
図。
【図２３】図２２の右側面図。
【図２４】本発明の実施例１における脚部材と付属パネルの取付状態の第３例を示す斜視
図。
【図２５】図２４の前面図。
【図２６】図２４の右側面図。
【図２７】本発明の実施例１における脚部材と付属パネルの取付状態の第４例を示す斜視
図。
【図２８】図２７の前面図。
【図２９】図２７の左側面図。
【図３０】図２７の下面図。
【図３１】本発明の実施例１における脚部材と付属パネルの取付状態の第５例を示す斜視
図。
【図３２】図３１の前面図。
【図３３】図３１の下面図。
【図３４】本発明の実施例１における脚部材と付属パネルの取付状態の第６例を示す斜視
図。
【図３５】図３４の背面図。
【図３６】図３４の下面図。
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【図３７】本発明の実施例２における脚部材の一例の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を実施するための形態を図に示す実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１乃至図３６は、実施例１を示す。
　本発明の実施例のデスク１は、図１に示すように、天板２と、第１脚部材３と、第２脚
部材４と、第１付属パネル５と、第２付属パネル６と、棚板７とを有する。
【００１５】
　なお、以下、デスク１の使用者が座る側、すなわち図３におけるＡ側を前側とし、その
反対側、すなわちＢ側を後側とし、図２のＣ側を左側、Ｄ側を右側として説明する。
【００１６】
　前記天板２は、図１，７に示すように、上面が長方形の板状に形成され、長手方向が左
右方向（Ｃ－Ｄ方向）となるように備えられている。該天板２の右側面には、図３，７に
示すように、前後方向の中央を中心として前後対称の位置に、取付孔２ａ，２ａが２個設
けられ、該取付孔２ａ内には雌ネジが固設されている。また、天板２の左側面にも、前記
取付孔２ａ，２ａと同様の位置に、図４，７に示すように、取付孔２ｂ，２ｂが２個設け
られ、該取付孔２ｂ内には雌ネジが固設されている。該前後の取付孔２ａと２ａ（２ｂと
２ｂ）の中心間の距離は、所定の距離Ｌ１となるように設定されている。
【００１７】
　前記天板２の後側面には、図７に示すように、左右方向に３個の取付孔２ｃが設けられ
ている。該取付孔２ｃ，２ｃ間の距離は、夫々、Ｌ１となるように設定されている。
【００１８】
　前記天板２の裏面２ｄには、左方立用取付孔８ａと右方立用取付孔８ｂが設けられてい
る。該方立用取付孔８ａ，８ｂは、天板２の裏面２ｄ側に開口し、表面２ｅには開口して
いない。
【００１９】
　前記左方立用取付孔８ａは、図１，２２，２４，２７，３１に示すように、引き出し１
０を天板２の下部左側に設ける際に、左右の方立１１，１１を天板２の裏面２ｄに取付け
るために用いられるもので、図７に示すように、天板２の左側付近に２個、中央付近に２
個、計４個設けられている。該左方立用取付孔８ａは、図６，７に示すように、方立１１
，１１を所定の位置に取り付ける際に、方立１１に、上下に貫通形成した取付孔１１ａに
対応した位置に設けられている。前記左方立用取付孔８ａ内には雌ネジが固設されている
。
【００２０】
　また、前記右方立用取付孔８ｂは、図３４に示すように、引き出し１０を天板の右側に
設ける際に、左右の方立１１，１１を天板２の裏面２ｄに取付けるために用いられるもの
で、図７に示すように、天板２の右側付近に２個、中央付近に２個、計４個設けられてい
る。該右方立用取付孔８ｂは、方立１１，１１を所定の位置に取り付ける際に、方立１１
の取付孔１１ａに対応した位置に設けられている。該右方立用取付孔８ｂ内には雌ネジが
固設されている。
【００２１】
　前記天板２の裏面２ｄには、図７に示すように、左脚取付孔９ａと左脚外取付孔９ｂと
、右脚取付孔９ｃと右脚外取付孔９ｄが設けられている。前記左脚取付孔９ａは、天板２
の左側の前後方向に２個と中央寄りの前後方向に２個の計４個が設けられ、図３４，３６
に示すように、第１脚部材３を天板２の左側でかつ、第１脚部材３の両側部が天板２の左
右の側面から外側に突出しないように、天板２に第１脚部材３を取付ける際に、第１脚部
材３の上板１５の取付孔１５ａ，１５ｂに対応する位置に設けられている。
【００２２】
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　また、前記左側に位置する２個の左脚取付孔９ａ，９ａと、左脚外取付孔９ｂは、第１
脚部材３を天板２の左側でかつ、第１脚部材３の左側面が天板２の左側面から外側に所定
量突出するように、天板２に第１脚部材３を取付ける際に、第１脚部材３の上板１５の取
付孔１５ｂ，１５ｄに対応する位置に設けられている。
【００２３】
　また、前記右脚取付孔９ｃは、天板２の右側の前後方向に２個と、中央寄りの前後方向
に２個の計４個が設けられ、図１～６に示すように、第１脚部材３を天板２の右側でかつ
、第１脚部材３の両側部が天板２の左右の側面から外側に突出しないように、天板２に第
１脚部材３を取付ける際に、第１脚部材３の上板１５の取付孔１５ａ，１５ｂに対応する
位置に設けられている。
【００２４】
　また、前記右側に位置する２個の右脚取付孔９ｃ，９ｃと、右脚外取付孔９ｄは、図２
７，３０，３１，３３に示すように、第１脚部材３を天板２の右側でかつ、第１脚部材３
の右側面が天板２の右側面から外側に所定量突出するように、天板２に第１脚部材３を取
付ける際に、第１脚部材３の上板１５の取付孔１５ａ，１５ｃに対応する位置に設けられ
ている。
【００２５】
　前記天板２の裏面２ｄには、第２脚部材４を取外し可能に固定するための連結金具１７
ａ，１７ｂが設けられている。左側連結金具１７ａは、図１，６，２２，２４，２７，３
０，３１等に示すように、第２脚部材４を天板２の左側の所定の位置に取外し可能に固定
するために用いられるものである。また、右側連結金具１７ｂは、図３４，３６に示すよ
うに、第２脚部材４を天板２の右側の所定の位置に取外し可能に固定するために用いられ
るものである。
【００２６】
　この連結金具１７ａ，１７ｂとして、本実施例では、締結円盤を用いた。該締結円盤は
、その取付孔に、第２脚部材４の支柱２０，上棧２２の上端から上方に突出して設けた取
付金具（図示しない）を嵌合し、締結円盤に備えたねじを締めることにより、締結円盤と
取付金具とが連結し、すなわち、天板２に第２脚部材４を固定し、ねじを緩めることで取
外すことができるようになっている。
【００２７】
　前記左右の方立１１，１１間には、引き出し１０が、前記方立１１，１１に沿って出し
入れ自在に設けられている。ボルト１２を、取付孔１１ａと左方立用取付孔８ａに挿通し
、左方立用取付孔８ａ内の雌ネジに螺合して、方立１１，１１を取付けた場合には、引き
出し１０を天板２の左側下部に取付けることができ、ボルト１２を、取付孔１１ａと右方
立用取付孔８ｂに挿通し、右方立用取付孔８ｂ内の雌ネジに螺合して、方立１１，１１を
取付けた場合には、引き出し１０を天板２の右側下部に取付けることができようになって
いる。
【００２８】
　方立１１の取付孔１１ａ、ボルト１２、天板２の方立用取付孔８ａ，８ｂにより連結手
段１９を構成している。
【００２９】
　次に、前記第１脚部材３について詳述する。
　第１脚部材３は、図８，９に示すように、サイドチェスト状に形成され、底板１３を有
し、該底板１３の両側部には、側板１４，１４が設けられ、該両側板１４，１４の上部に
は上板１５が設けられ、前記上板１５、両側板１４，１４、底板１３の後部には背板１６
が設けられている。また、第１脚部材３には、上下３段の引き出し１７が出し入れ可能に
収納されている。
【００３０】
　第１脚部材３の左右方向の幅は、その一方の側面を、天板２の一方の側端に位置させた
場合に、他方の側面が、前記一方の側の方立１１の側面に略当接する幅に設定されている
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。また、第１脚部材３の前後（Ａ－Ｂ）方向の幅は、天板２の前後（Ａ－Ｂ）方向の幅よ
り若干短く設定されている。
【００３１】
　前記上板１５には、図９に示すように、その左側部の前後に２個の取付孔１５ａと、右
側部の前後に２個の取付孔１５ｂが、上板１５の表裏を貫通して設けられている。また、
該左右の取付孔１５ａ，１５ｂの間に位置し、かつ、前後方向における中央部の左右に２
個の取付孔１５ｃ，１５ｄが設けられている。
【００３２】
　該取付孔１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄは、第１脚部材３を天板２の所定の位置に取
付ける際に、天板２の脚取付孔９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄに対応する位置に設けられている
。
【００３３】
　これにより、図３４、３６に示すように、ボルト２４を上板１５の裏側から、その取付
孔１５ａ，１５ｂと、天板２の左脚取付孔９ａに、挿通して左脚取付孔９ａ内の雌ネジに
螺合することにより、第１脚部材３を天板２の左側でかつ、第１脚部材３の両側部が天板
２の左右の側面から外側に突出しないように、天板２に第１脚部材３を取外し可能に取付
けることができるようになっている。
【００３４】
　また、ボルト２４を上板１５の裏側から、その取付孔１５ｂ，１５ｂ，１５ｄと、天板
２における左側に位置する２個の左脚取付孔９ａ，９ａと左脚外取付孔９ｂに、挿通して
左脚取付孔９ａ，９ｂ内の雌ネジに螺合することにより、第１脚部材３を天板の左側でか
つ、第１脚部材３の左側面が天板２の左側面から外側に所定量突出するように、天板２に
第１脚部材３を取外し可能に取付けることができるようになっている。
【００３５】
　また、図１，６，２２，２４に示すように、ボルト２４を上板１５の裏側から、その取
付孔１５ａ，１５ｂと、天板２の右脚取付孔９ｃに、挿通して右脚取付孔９ｃ内の雌ネジ
に螺合することにより、第１脚部材３を天板２の右側でかつ、第１脚部材３の両側部が天
板２の左右の側面から外側に突出しないように、天板２に第１脚部材３を取外し可能に取
付けることができるようになっている。
【００３６】
　また、図２７，３０に示すように、ボルト２４を上板１５の裏側から、その取付孔１５
ａ，１５ａ，１５ｃと、天板２における右側に位置する２個の右脚取付孔９ｃ，９ｃと右
脚外取付孔９ｄに、挿通して左脚取付孔９ｃ，９ｄ内の雌ネジに螺合することにより、第
１脚部材３を天板２の右側でかつ、第１脚部材３の右側面が天板２の右側面から外側に所
定量突出するように、天板２に第１脚部材３を取外し可能に取付けることができるように
なっている。
【００３７】
　天板２の脚取付孔９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄと、上板１５の取付孔１５ａ，１５ｂ，１５
ｃ，１５ｄと、ボルト２４により連結手段１８を構成している。
【００３８】
　次に、前記第２脚部材４について詳述する。
　第２脚部材４は、前後に立設する１対の支柱２０，２０を有し、該支柱２０，２０の下
端部間には下棧２１が架設され、支柱２０，２０の上端部間には上棧２２が架設されてい
る。前記支柱２０と上棧２２の上端部には、その上端から上方に突出する取付金具（図示
しない）が設けられている。
【００３９】
　第２脚部材４の高さ、すなわち、支柱２０の高さＬ２は、第１脚部材３の高さＬ３と略
同じに設定されている。また、第２脚部材４の前後方向（Ａ－Ｂ方向）の長さは、天板２
の前後方向（Ａ－Ｂ方向）の長さより若干短く設定されている。
【００４０】
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　これにより、図１，６に示すように、第２脚部材４の取付金具を、左側連結金具１７ａ
に取り付けることにより、第２脚部材４を天板２の下部左側に、及び、図３４，３６に示
すように、第２脚部材４の取付金具を、右側連結金具１７ｂに取り付けることにより、第
２脚部材４を天板２の下部右側に取外し可能に固定することができるようになっている。
【００４１】
　天板２の連結金具１７ａ，１７ｂと、第２脚部材４の取付金具により連結手段２３を構
成している。
【００４２】
　前記前後の支柱２０，２０の上部の外側面には、夫々、取付孔２０ａ，２０ａが上下に
位置して設けられ、該取付孔２０ａ，２０ａは、第２付属パネル６を天板２の側方に、そ
の板状部材３１を倒伏した状態で取付けた際に、図２４，２５，３１，３２に示すように
、第２付属パネル６の板状部材３１の一方の面３１ｃが、天板２の上面２ｅと略同一面と
なるように取り付けることができるように、第２付属パネル６の取付孔３４に対応した位
置に設定されている。前記取付孔２０ａ，２０ａの中心間の距離は、所定の距離Ｌ４に設
定されている。
【００４３】
　次に、第１付属パネル５について詳述する。
　前記第１付属パネル５は、板状部材２５を有し、該板状部材２５は、図１１（ｂ）に示
すように、長方形状に形成されている。該板状部材２５の長手方向の長さは、天板２の前
後方向（Ａ－Ｂ方向）の長さと略同じに設定され、板状部材２５の厚みＬ６は、天板２の
厚みＬ７と略同じに設定されている。前記板状部材２５の短尺方向の一方（図１１（ｂ）
における下側）の端部には、板状部材２５の表裏を貫通する取付孔２５ａ，２５ａが、長
手方向において２個設けられている。該取付孔２５ａと２５ａの中心間の距離は、天板２
の取付孔２ａ，２ａ又は２ｂ，２ｂ又は２ｃ，２ｃの中心間の距離等と同じ距離Ｌ１に設
定されている。
【００４４】
　板状部材２５の短尺方向における中央部の左右には、その他方の面２５ｃ側にのみ開口
し、一方の面２５ｄには開口しない取付孔２５ｂ，２５ｂが、２個設けられている。取付
孔２５ｂ内には、雌ネジが固設されている。取付孔２５ｂ，２５ｂは、図２８，３０，３
２，３３に示すように、第１脚部材３を、その側面が、天板２の側面から外側に突出する
ように取り付けた状態において、その第１脚部材３の上部に第１付属パネル５を取付けた
際に、板状部材２５の短尺方向における一方の端面が、天板２の側面に当接するか、その
近傍に位置することができるように、第１脚部材３の取付孔１５ａ，１５ｂに対応した位
置に設けられている。また、該取付孔２５ｂ，２５ｂの中心間の距離Ｌ５は、前記第１脚
部材３の上板１５の取付孔１５ａと１５ａ（１５ｂと１５ｂ）の中心間の距離Ｌ６と同じ
に設定されている。
【００４５】
　前記板状部材２５の両側部には、側部材２６，２６が設けられている。該両側部材２６
は、図１１（ｃ）に示すように、第１枠２６ａを有し、該第１枠２６ａは、板状部材２５
の一方の面２５ｄに、その短尺方向の他方の端部から一方に亘って設けられ、第１枠２６
ａの他方の端部（図１１（ｂ）における上側）には、板状部材２５から外側方向に突出す
るように第２枠２６ｂが設けられ、第１枠２６ａの一方の端部（図１１（ｃ）における下
側）には、板状部材２５から外側方向に突出するように第３枠２６ｃが設けられ、第２枠
２６ｂと第３枠２６ｃの第１枠２６ａとは反対側の端部に第４枠２６ｄが架設されている
。
【００４６】
　前記第３枠２６ｃは、前記取付孔２５ａ，２５ａよりも、板状部材２５の短尺方向の他
方側（図１１（ｃ）における上方）に設けられ、第３枠２６ｃの一方側端面と、板状部材
２５の一方側端面との間には隙間（段差）３８が設けられている。
【００４７】
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　前記両側の第２枠２６ｂ，２６ｂには、夫々、板状部材２５の短尺方向に貫通する取付
孔２７，２７が２個設けられている。該取付孔２７と２７の中心間の距離は、第２脚部材
４の取付孔２０ａ，２０ａの中心間の距離等と同じＬ４に設定されている。
【００４８】
　前記両側の第２枠２６ｂ，２６ｂには、その内側面に、内側のみに開口する取付孔２８
，２８が２個設けられている。
【００４９】
　これにより、図１，５に示すように、第１付属パネル５を、隙間３８が下方に位置する
ように板状部材２５を起立させ、かつ、側部材２６が前側に向いた状態で、ボルト２９を
板状部材２５の他方の面２５ｃ側から、その取付孔２５ａ，２５ａと、天板２の後部左側
２個の取付孔２ｃ，２ｃに、挿通して取付孔２ｃ内の雌ネジに螺合することにより、第１
付属パネル５を、その板状部材２５が起立した状態で、その天板２の左側後部に取外し可
能に取付けることができるようになっている。
【００５０】
　また、図３４～３６に示すように、第１付属パネル５を、隙間３８が下方に位置するよ
うに板状部材２５を起立させ、かつ、側部材２６が前側に向いた状態で、ボルト２９を板
状部材２５の他方の面２５ｃ側から、その取付孔２５ａ，２５ａと、天板２の後部右側２
個の取付孔２ｃ，２ｃに、挿通して取付孔２ｃ内の雌ネジに螺合することにより、第１付
属パネル５を、その板状部材２５が起立した状態で、その天板２の右側後部に取外し可能
に取付けることができるようになっている。
【００５１】
　また、図２２，２３に示すように、第１付属パネル５を、隙間３８が下方に位置するよ
うに板状部材２５を起立させ、かつ、側部材２６がデスク１の内側に向いた状態で、ボル
ト２９を板状部材２５の他方の面２５ｃ側から、その取付孔２５ａ，２５ａと、天板２の
右側の取付孔２ａ，２ａに、挿通して取付孔２ａ内の雌ネジに螺合することにより、第１
付属パネル５を、その板状部材２５が起立した状態で、天板２の右側側部に取外し可能に
取付けることができるようになっている。
【００５２】
　また、第１付属パネル５を、隙間３８が下方に位置するように板状部材２５を起立させ
、かつ、側部材２６がデスク１の内側に向いた状態で、ボルト２９を板状部材２５の他方
の面２５ｃ側から、その取付孔２５ａ，２５ａと、天板２の左側の取付孔２ｂ，２ｂに、
挿通して取付孔２ｂ内の雌ネジに螺合することにより、第１付属パネル５を、その板状部
材２５が起立した状態で、天板２の左側側部に取外し可能に取付けることができるように
なっている。
【００５３】
　また、図２７～３０に示すように、第１脚部材３が、天板２の右側に位置し、かつ、そ
の側部が天板２の右側面から突出するように取り付けた状態において、第１付属パネル５
を、隙間３８がデスク１の内側方向に位置するように板状部材２５を倒伏させ、かつ、側
部材２６が上方に向いた状態で、ボルト２９を第１脚部材３の上板１５の裏側から、その
取付孔１５ｂ，１５ｂと、板状部材２５の取付孔２５ｂ，２５ｂに、挿通して取付孔２５
ｂ内の雌ネジに螺合することにより、第１付属パネル５を、その板状部材２５が倒伏した
状態で、第１脚部材３の上部に、板状部材２５の一方の面２５ｄと、天板２の上面２ｅと
が略同一面上に位置し、かつ、板状部材２５の一方の端面が天板２の側面に略当接するよ
うに、取外し可能に取付けることができるようになっている。
【００５４】
　また、第１脚部材３が、天板２の左側に位置し、かつ、その側部が天板２の左側面から
突出するように取り付けた状態において、第１付属パネル５を、隙間３８がデスク１の内
側方向に位置するように板状部材２５を倒伏させ、かつ、側部材２６が上方に向いた状態
で、ボルト２９を第１脚部材の上板１５の裏側から、その取付孔１５ａ，１５ａと、板状
部材２５の取付孔２５ｂ，２５ｂに、挿通して取付孔２５ｂ内の雌ネジに螺合することに
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より、第１付属パネル５を、その板状部材２５が倒伏した状態で、第１脚部材３の上部に
、板状部材２５の一方の面２５ｄと、天板２の上面２ｅとが略同一面上に位置し、かつ、
板状部材２５の一方の端面が天板２の側面に略当接するように、取外し可能に取付けるこ
とができるようになっている。
【００５５】
　天板２の取付孔２ａ，２ｂ，２ｃと、板状部材の取付孔２５ａ，２５ｂと、第１脚部材
３の取付穴１５ａ，１５ｂと、ボルト２９により連結手段３０を構成している。
【００５６】
　次に、第２付属パネル６について詳述する。
　前記第２付属パネル６は、板状部材３１を有し、該板状部材３１は、図１７（ｂ）に示
すように、長方形状に形成されている。
【００５７】
　該板状部材３１の長手方向の長さは、前記天板２の前後方向（Ａ－Ｂ方向）の長さと略
同じに、該板状部材３１の厚みＬ８は、天板２の厚みＬ７と略同じに設定されている。そ
の短尺方向における中央部には、板状部材３１の表裏を貫通する取付孔３１ａ，３１ａが
長手方向に位置して２個設けられている。該取付孔３１ａと３１ａの中心間の距離は、天
板２の取付孔２ａ，２ａ又は２ｂ，２ｂ又は２ｃ，２ｃの中心間の距離等と同じ距離Ｌ１
に設定されている。
【００５８】
　前記板状部材３１の両側部には、側部材３２，３２が設けられている。該両側部材３２
は、第１枠３２ａを有し、該第１枠３２ａは、板状部材３１の他方の面３１ｂに、その短
尺方向の一方（図１７（ｂ）の下側）の端部から他方側に向かって設けられ、第１枠３２
ａの他方の端部（図１７（ｃ）における上側）には、板状部材３１から外側方向に突出す
るように第２枠３２ｂが設けられ、第１枠３２ａの一方の端部（図１７（ｃ）における下
側）には、板状部材３１から外側方向に突出するように第３枠３２ｃが設けられ、第２枠
３２ｂと第３枠３２ｃの第１枠３２ａとは反対側の端部に第４枠３２ｄが架設されている
。
【００５９】
　前記第２枠３２ｂは、前記取付孔３１ａ，３１ａよりも、板状部材３１の短尺方向の一
方側（図１７（ｂ）における下方）に設けられ、第２枠３２ｂの他方側端面と、板状部材
３１の他方側端面との間には隙間３３が設けられている。
【００６０】
　前記両側の第３枠３２ｃ，３２ｃには、夫々、板状部材３１の短尺方向に貫通する取付
孔３４，３４が２個設けられている。取付孔３４と３４の中心間の距離は、第２脚部材４
の取付孔２０ａ，２０ａの中心間の距離等と同じＬ４に設定されている。また、取付孔３
４，３４は、図１に示すように第１付属パネル５を、隙間３８が下方に位置するように板
状部材２５を起立させた状態の第１付属パネル５の上部に、第２付属パネル６を、隙間３
３が上方に位置するように板状部材３１を起立させた状態で取付けた際に、第１付属パネ
ル５の板状部材２５の一方の面２５ｄと、第２付属パネル６の板状部材３１の他方の面３
１ｂとが略同一面となるように取付けることができるように、第１付属パネル５の取付孔
２７に対応した位置に設けられている。
【００６１】
　更に、取付孔３４，３４は、図２５に示すように、第２付属パネル６を、その板状部材
３１が倒伏し、かつ、側部材３２が下方に位置した状態で取付けた際に、第２付属パネル
６の板状部材３１の一方の面３１ｃと、天板２の上面２ｅとが略同一面となるように取付
けることができるように、第１脚部材４の取付孔２０ａに対応した位置に設けられている
。
【００６２】
　前記両側の第２枠３２ｂ，３２ｂには、その内側面に、内側のみに開口する取付孔３５
，３５が２個設けられている。該取付孔３５，３５の中心間の距離Ｌ９は、第１付属パネ
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ルの取付孔２８，２８の中心間の距離Ｌ１０と同じに設定されている。
【００６３】
　これにより、図１，５に示すように、隙間３８が下方に位置するように板状部材２５を
起立させ、かつ、側部材２６がデスク１の前側に向いた状態で、天板２に取り付けた第１
付属パネル５の上部に、隙間３３が上方に位置するように板状部材３１を起立させ、かつ
、側部材３２が前側に向いた状態で載置し、ボルト３６を第３枠３２ｃの上側から、その
取付孔３４，３４と、第１付属パネルにおける第２枠２６ｂの取付孔２７，２７に、挿通
して取付孔２７の下側から挿入したナットに螺合することにより、第２付属パネル６を、
その板状部材３１が起立した状態で、第１付属パネル５の上部で、かつ、第１付属パネル
５の板状部材２５の一方の面２５ｄと、第２付属パネル６の板状部材３１の他方の面３１
ｂとが略同一面となるように、取外し可能に取付けることができるようになっている。
【００６４】
　また、第２付属パネル６を、隙間３３が下方に位置するように板状部材３１を起立させ
、かつ、側部材３２がデスク１の前側に向いた状態で、ボルト３６を板状部材３１の一方
の面３１ｃ側から、その取付孔３１ａ，３１ａと、天板２の後部右側に位置する２個の取
付孔２ｃ，２ｃに、挿通して取付孔２ｃ内の雌ネジに螺合することにより、第２付属パネ
ル６を、その板状部材３１が起立した状態で、その天板２の右側後部に取外し可能に取付
けることができるようになっている。
【００６５】
　また、第２付属パネル６を、隙間３３が下方に位置するように板状部材３１を起立させ
、かつ、側部材３２がデスク１の前側に向いた状態で、ボルト３６を板状部材３１の一方
の面３１ｃ側から、その取付孔３１ａ，３１ａと、天板２の後部左側に位置する２個の取
付孔２ｃ，２ｃに、挿通して取付孔２ｃ内の雌ネジに螺合することにより、第２付属パネ
ル６を、その板状部材３１が起立した状態で、その天板２の左側後部に取外し可能に取付
けることができるようになっている。
【００６６】
　また、図２７に示すように、第２付属パネル６を、隙間３３が下方に位置するように板
状部材３１を起立させ、かつ、側部材３２がデスク１の内側に向いた状態で、ボルト３６
を板状部材３１の一方の面３１ｃ側から、その取付孔３１ａ，３１ａと、天板２の左側の
２個の取付孔２ｂ，２ｂに、挿通して取付孔２ｂ内の雌ネジに螺合することにより、第２
付属パネル６を、その板状部材３１が起立した状態で、その天板２の左側側部に取外し可
能に取付けることができるようになっている。
【００６７】
　また、第２付属パネル６を、隙間３３が下方に位置するように板状部材３１を起立させ
、かつ、側部材３２がデスク１の内側に向いた状態で、ボルト３６を板状部材３１の一方
の面３１ｃ側から、その取付孔３１ａ，３１ａと、天板２の右側の２個の取付孔２ａ，２
ａに、挿通して取付孔２ａ内の雌ネジに螺合することにより、第２付属パネル６を、その
板状部材３１が起立した状態で、その天板２の右側側部に取外し可能に取付けることがで
きるようになっている。
【００６８】
　また、図２４に示すように、第２脚部材４を天板２の左側に取り付け、第２付属パネル
６を、隙間３３がデスク１の外側に位置するように板状部材３１を倒伏させ、かつ、側部
材３２が下側に向いた状態で、ボルト３６を側部材３２の取付孔３４，３４と、支柱２０
の取付孔２０ａ，２０ａに、挿通して取付孔２０ａ内の雌ネジに螺合することにより、第
２付属パネル６を、その板状部材３１が倒伏した状態で、天板２の左側部に、その板状部
材３１の一方の面３１ｃと天板２の上面２ｅとが略同一面となるように取外し可能に取付
けることができるようになっている。
【００６９】
　また、第２脚部材４を天板２の右側に取り付けた状態においては、同様に、第２付属パ
ネル６を、隙間３３がデスク１の外側に位置するように板状部材３１を倒伏させた状態で
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、天板２の右側側部に、その板状部材３１の一方の面３１ｃと天板２の上面２ｅとが略同
一面となるように取外し可能に取付けることができるようになっている。
【００７０】
　天板２の取付孔２ａ，２ｂ，２ｃと、第１付属パネル５の取付孔２７と、第２付属パネ
ル６の取付孔３１ａ，３４と、ボルト３６により連結手段３７を構成している。
【００７１】
　次に、棚板７について詳述する。
　棚板７は、図１３，１９に示すように、長方形状に形成され、その長尺方向における両
側端面には、溝４１，４１が、一方の端面から他方の端部に亘って形成されている。溝４
１は、その側部と、一方の側の２方向に開口し、他方の側には開口していない。
【００７２】
　次に、棚板７の第１付属パネル５への取付け方向について説明する。
　先ず、図１３～１５に示すように、前記第１付属パネル５の両側の第２枠２６ｂの内側
に設けた、夫々、２個の取付孔２８，２８に、略Ｍ字状に形成された金属製の取付金具４
２の両側の基端部を嵌合して、第１付属パネル５に取付金具４２，４２を取外し可能に取
付ける。
【００７３】
　次に、前記棚板７の両側の溝４１、４１を、その開口側から、前記取付金具４２に嵌合
することで、棚板７を、前記第２枠２６ｂ，２６ｂ間に取り外し可能に取付けることがで
きるようになっている。
【００７４】
　次に、棚板７の第２付属パネル６への取付け方向について説明する。
　先ず、図２０，２１に示すように、前記第２付属パネル６の両側の第２枠３２ｂの内側
に設けた、夫々、２個の取付孔３５，３５に、略Ｍ字状に形成された金属製の取付金具４
２の両側の基端部を嵌合して、第２付属パネル６に取付金具４２，４２を取外し可能に取
付ける。
【００７５】
　次に、前記棚板７の両側の溝４１、４１を、その開口側から、前記取付金具４２に嵌合
することで、棚板７を、前記第２枠３２ｂ，３２ｂ間に取り外し可能に取付けることがで
きるようになっている。
【００７６】
　取付金具４２，４２と、溝４１と、取付孔２８，３５により連結手段４３を構成してい
る。
【００７７】
　以上の構成により、本発明の実施例におけるデスク１は、次のような作用、効果を発揮
する。
【００７８】
　第１付属パネル５を、図２７～３３に示すように、その板状部材２５を、その一方の面
２５ｄが、天板２の上面２ｅと略同一面となるように、第２脚部材３の上部に取付けるこ
とにより、デスク１の左右方向の作業スペースを広げることができる。この際、拡がった
作業スペースである板状部材２５の一方の面２５ｄが、天板２の上面２ｅと略同一面とな
ることから、その拡がった作業スペースと天板２の上面２ｅとの間に段差が生じず、拡が
った作業スペースを有効に活用することができる。
【００７９】
　また、第２付属パネル６を、その板状部材３１が、その一方の面３１ｃが、天板２の上
面２ｅと略同一面となるように、天板２の側部に取付けることにより、デスク１の左右方
向の作業スペースを広げることができる。この際、拡がった作業スペースである板状部材
３１の一方の面３１ｃが、天板２の上面２ｅと略同一面となることから、その拡がった作
業スペースと天板２の上面２ｅとの間に段差が生じず、拡がった作業スペースを有効に活
用することができる。
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【００８０】
　また、付属パネル５，６を、天板２の作業スペースの拡大として使用しない場合におい
ては、付属パネル５，６を、天板２の後部や左右の側部に取付けて、バックパネルやサイ
ドパネル等として使用でき、常に、付属パネル５，６を有効に活用することができる。
【００８１】
　また、付属パネル５，６の側部材２６，３２は、付属パネル５，６を天板２の後部や側
部に取付けた際に、ブックエンド等としても利用することができる。
【００８２】
　なお、連結手段１９，１８，２３，３０，３７，４３は、前記に記載した連結方法に限
定されるものではなく、任意の連結手段を用いることができる。
【００８３】
　また、第１脚部材３と第２脚部材４と第１付属パネル５と第２付属パネル６の設置位置
の組合せは、上記又は図面の実施例に限定されるものではなく、任意に組み合わせること
ができる。
【００８４】
　また、付属パネルを第１付属パネル５と第２付属パネル６との２種類で構成したが、第
１付属パネル５のみで構成しても良いし、第１付属パネル５と他の付属パネルと併用して
用いても良い。
【００８５】
　また、付属パネル５，６を、デスク１の天板２の側方又は後方に取り付けできなくても
良い。
【実施例２】
【００８６】
　前記実施例１においては、第１脚部材３を、図８，９に示すようなサイドチェストで構
成したが、第１脚部材３は、その両側部が天板の側部から突出しないように、及び、その
一方の側部が天板の側部から外側に突出するように天板に対して取外し可能に固定するこ
とができればよく、例えば、図３７に示すような側方の一方のみが開口し、引き出しを有
しない収納棚５１や、前方のみが開口し、引き出しを有しない収納棚や、４隅に支柱を配
設し、その支柱間に棚板等を架設した収納棚等の任意の形状のものを用いることができる
。
【００８７】
　また、第２脚部材４を、第１脚部材３のように、その両側部が天板の側部から突出しな
いように、及び、その一方の側部が天板の側部から外側に突出するように天板に対して取
外し可能に固定することができるようなものとしてもよい。
【００８８】
　その他の構造、構成は、前記実施例１と同様であるので、その説明を省略する。
　本実施例２においても、前記実施例１と同様の作用、効果を発揮することができる。
【実施例３】
【００８９】
　前記実施例１、２の付属パネル５、６は、図１０乃至図２１に記載の形態に限定される
ものではく、少なくとも、板状部材２５，３１を有していれば良い。
【００９０】
　例えば、付属パネル５，６を、側部材２６，３２を有しない板状部材２５，３１のみで
構成したり、板状部材２５，３１とそれと直交する棚板を一体に形成したり、前記実施例
１、２の付属パネル５、６とは、側部材２６、３２の形状のみを変更し、側部材２６と３
２を、夫々、例えば、１枚の板状部材で構成しても良い。
【００９１】
　また、この板状部材等を、起立させた状態で、天板の側面や後部に取付ける以外にも、
天板２の下部に設けた棚板等として使用するようにしても良い。
【００９２】



(14) JP 5337003 B2 2013.11.6

10

20

　その他の構造、構成は、前記実施例１，２と同様であるので、その説明を省略する。
　本実施例３においても、前記実施例１，２と同様の作用、効果を発揮することができる
。
【実施例４】
【００９３】
　前記実施例１乃至３においては、脚部材を第１脚部材３と第２脚部材４の２個で形成し
たが、脚部材は、天板２の４隅を安定的に支持することができ、かつ、天板２の下部に左
右に位置する脚部材間に、椅子等を収納することができる空間を形成することができるよ
うに、脚部材を少なくとも２個で構成すればよい。
【００９４】
　この脚部材として、例えば、第２脚部材４を、２本の脚で構成し、天板２の前後の両端
に位置するように構成して、脚部材を３個で構成しても良い。
【００９５】
　その他の構造、構成は、前記実施例１乃至３と同様であるので、その説明を省略する。
　本実施例４においても、前記実施例１乃至３と同様の作用、効果を発揮することができ
【符号の説明】
【００９６】
　１　デスク
　２　天板
　２ｅ　天板の上面
　３　第１脚部材
　４　第２脚部材
　５　第１付属パネル
　６　第２付属パネル
　２５　前記第１付属パネルの板状部材
　３１　前記第２付属パネルの板状部材
　２５ｄ　前記第１付属パネルの板状部材の一方の面
　３１ｃ　第２付属パネルの板状部材の一方の面
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